
県立図書館管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年７月21日

宮崎県教育委員会委員長 近 藤 好 子

宮崎県教育委員会規則第４号

県立図書館管理規則の一部を改正する規則

県立図書館管理規則（昭和63年教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、平成23年８月１日から施行する。

宮崎県総合博物館管理運営規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年７月21日

宮崎県教育委員会委員長 近 藤 好 子

宮崎県教育委員会規則第５号

宮崎県総合博物館管理運営規則の一部を改正する規則

宮崎県総合博物館管理運営規則（昭和46年教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改正後改正前

第31条 ［略］

２ ［略］

３ 館長は、次の各号の一に該当するときは、研修ホール等の利用

を許可しないものとする。

（１）～（５） ［略］

（６） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団又は同条第６号

に規定する暴力団員若しくはこれら暴力団及び暴力団員と密接

な関係を有する者の利益になると認められるとき。

（７） ［略］

（研修ホール等の利用の許可の取消し等）

第32条 館長は、研修ホール等の利用者が前条第３項各号の一に該

当するに至ったときは、その利用の許可を取り消し、又はその利

用を中止させることができる。

２ ［略］

第31条 ［略］

２ ［略］

３ 館長は、次の各号の一に該当するときは、研修ホール等の利用

を許可しないものとする。

（１）～（５） ［略］

（６） ［略］

（研修ホール等の利用の許可の取消し等）

第32条 館長は、研修ホール等の利用者が前条第３項各号（第１号

を除く。）の一に該当するに至ったときは、その利用の許可を取

り消し、又はその利用を中止させることができる。

２ ［略］

改正後改正前

第12条 使用者が第10条第２項各号のいずれかに該当するに至った第12条 前条の規定に反する行為があるものについては、特別展示



宮 崎 県 公 報

別記様式第１号を次のように改める。

平成 23年 ７ 月 21日（木曜日） 号外 第 62号

害 2害

とき、又は前条の規定に反する行為があるものについては、特別

展示室の使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができ

る。

２ ［略］

室の使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

２ ［略］



宮 崎 県 公 報 平成 23年 ７ 月 21日（木曜日） 号外 第 62号

害 3害



宮 崎 県 公 報平成 23年 ７ 月 21日（木曜日） 号外 第 62号

害 4害



宮 崎 県 公 報
附 則

この規則は、平成23年８月１日から施行する。

県立西都原考古博物館管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年７月21日

宮崎県教育委員会委員長 近 藤 好 子

宮崎県教育委員会規則第６号

県立西都原考古博物館管理規則の一部を改正する規則

県立西都原考古博物館管理規則（平成15年教育委員会規則第15号）の一部を次のように改正する。

別記様式第１号を次のように改める。

平成 23年 ７ 月 21日（木曜日） 号外 第 62号

害 5害



宮 崎 県 公 報平成 23年 ７ 月 21日（木曜日） 号外 第 62号

害 6害



宮 崎 県 公 報 平成 23年 ７ 月 21日（木曜日） 号外 第 62号

害 7害



宮 崎 県 公 報
附 則

この規則は、平成23年８月１日から施行する。

県立美術館管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年７月21日

宮崎県教育委員会委員長 近 藤 好 子

宮崎県教育委員会規則第７号

県立美術館管理規則の一部を改正する規則

県立美術館管理規則（平成７年教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

別記様式第１号を次のように改める。

平成 23年 ７ 月 21日（木曜日） 号外 第 62号

害 8害



宮 崎 県 公 報 平成 23年 ７ 月 21日（木曜日） 号外 第 62号

害 9害



宮 崎 県 公 報平成 23年 ７ 月 21日（木曜日） 号外 第 62号

害 10害



宮 崎 県 公 報
附 則

この規則は、平成23年８月１日から施行する。

宮崎県体育館管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年７月21日

宮崎県教育委員会委員長 近 藤 好 子

宮崎県教育委員会規則第８号

宮崎県体育館管理規則の一部を改正する規則

宮崎県体育館管理規則（平成17年教育委員会規則第24号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

別記様式第１号を次のように改める。

平成 23年 ７ 月 21日（木曜日） 号外 第 62号

害 11害

改正後改正前

第４条 所長は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、

体育館施設等の利用を許可しないものとする。

（１）～（３） ［略］

（４） 宮崎県体育館利用申込書の内容に偽りがあるとき。

（５） ［略］

（利用許可の取消し等）

第６条 所長は、利用者が第４条各号のいずれかに該当するに至っ

たとき、又は前条の規定に反する行為がある者については、体育

館施設等の利用の許可を取り消し、利用を中止させ、入場を拒否

し、又は退去を命ずることができる。

２ ［略］

第４条 所長は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、

体育館施設等の利用を許可しないものとする。

（１）～（３） ［略］

（４） ［略］

（利用許可の取消し等）

第６条 所長は、前条の規定に反する行為がある者については、体

育館施設等の利用の許可を取り消し、利用を中止させ、入場を拒

否し、又は退去を命ずることができる。

２ ［略］



宮 崎 県 公 報平成 23年 ７ 月 21日（木曜日） 号外 第 62号

害 12害



宮 崎 県 公 報 平成 23年 ７ 月 21日（木曜日） 号外 第 62号

害 13害



宮 崎 県 公 報
附 則

この規則は、平成23年８月１日から施行する。

宮崎県ライフル射撃競技場管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年７月21日

宮崎県教育委員会委員長 近 藤 好 子

宮崎県教育委員会規則第９号

宮崎県ライフル射撃競技場管理規則の一部を改正する規則

宮崎県ライフル射撃競技場管理規則（平成17年教育委員会規則第25号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

別記様式第１号を次のように改める。

平成 23年 ７ 月 21日（木曜日） 号外 第 62号

害 14害

改正後改正前

第４条 所長は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、

射撃場施設等の利用を許可しないものとする。

（１）～（３） ［略］

（４） 宮崎県ライフル射撃競技場利用申込書の内容に偽りがある

とき。

（５） ［略］

（利用許可の取消し等）

第６条 所長は、利用者が第４条各号のいずれかに該当するに至っ

たとき、又は前条の規定に反する行為がある者については、射撃

場施設等の利用の許可を取り消し、利用を中止させ、入場を拒否

し、又は退去を命ずることができる。

２ ［略］

第４条 所長は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、

射撃場施設等の利用を許可しないものとする。

（１）～（３） ［略］

（４） ［略］

（利用許可の取消し等）

第６条 所長は、前条の規定に反する行為がある者については、射

撃場施設等の利用の許可を取り消し、利用を中止させ、入場を拒

否し、又は退去を命ずることができる。

２ ［略］



宮 崎 県 公 報 平成 23年 ７ 月 21日（木曜日） 号外 第 62号

害 15害



宮 崎 県 公 報平成 23年 ７ 月 21日（木曜日） 号外 第 62号

害 16害害 16害



宮 崎 県 公 報
附 則

この規則は、平成23年８月１日から施行する。

平成 23年 ７ 月 21日（木曜日） 号外 第 62号

害 17害



宮 崎 県 公 報平成 23年 ７ 月 21日（木曜日） 号外 第 62号

害 18害
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